
契 約 変 更 理 由 書 
神 ⼾ 市 

工 事 名 令和４年度中部建設事務所管内道路照明柱建替工事 

 

 契約変更後の工事概要 

  道路照明灯撤去  13 基 

  道路照明灯建柱  13 基 

 

 

設計変更の理由 

① 現地調査の結果、コンクリート基礎及びアンカーボルトが健全であった照明柱基礎が 13 基の

うち６基確認されたことから、当該照明柱基礎６基を流用することとしたため、照明柱基礎と

りこわし工及び照明柱基礎工の一部が減工となる。 

② 現地調査の結果、原設計の照明柱では現状の電力供給方法である架空線での引込みとするた

めの強度が不⾜していることが確認されたことから照明柱の形状を⻑円Ｙ形から折線Ｙ形に

変更するため、照明工の一部が減工となる。 

③ その他の工種及び数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 

 








































































